
2020年2月19日(水) 開催

『改正会社法のポイント／
役員等賠償責任保険の活用事例』セミナー

日 時 2020年2月19日（水）15：00～17：00
（受付開始14：30～）

会 場 損保ジャパン日本興亜 名古屋ビル 19階 第11会議室
〒460-8551 愛知県名古屋市中区丸の内3－22－21

定 員 80名（定員になり次第締切させていただきます。）

参加費 無料（参加申込みが必要となります。）

持 物 受講票（お申込み確認後、受講票をメールにてお送りします。）
名刺 （受付時に確認のため、ご持参ください。）

昨年2019年12月4日に「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号、以下「改正会社法」といいます）」が
成立し、12月11日に公布されました。
改正会社法では、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務執行の一層の

適正化等を図るためとして、以下のような点が改正されています（主なものを掲載）。

■ 株主総会資料をWeb掲載する方法で株主に対して提供できる制度を創設
■ 株主提案権の濫用的な行使を制限
■ 上場会社等における取締役の個人別の報酬等に関する決定方針の決定の義務化
■ 会社補償及び役員等賠償責任保険契約の契約手続等の明文化
■ 上場会社等に社外取締役を置くことを義務付け

本セミナーでは、会社法に詳しい弁護士をお招きし、改正会社法の主要な事項についてのご説明をいただきます。
また、改正会社法において役員等賠償責任保険の締結手続き等が定められたことを踏まえ、実務においてあまり知
られていない、役員等賠償責任保険の実際の活用事例についてもお話をいただきます。
本セミナーが、改正会社法の内容及び役員等賠償責任保険の実務についてのご理解の一助となれば幸甚です。

プログラム

15:00 -
17:00

第一部 講演 改正会社法のポイントについて

大江橋法律事務所 弁護士 細野 真史 氏

第二部 講演 役員等賠償責任保険の活用事例について

大江橋法律事務所 弁護士 嶋寺 基 氏

講師

セミナーのお申込み方法：WEB申込による事前登録制（裏面をご覧ください）

講師



会場アクセス
損保ジャパン日本興亜 名古屋ビル
名古屋市中区丸の内3-22-21

＜アクセス＞
●地下鉄 桜通線･名城線「久屋大通」駅

1番出口より西へ徒歩３分

●地下鉄 鶴舞線･桜通線「丸の内」駅
4番出口より東へ徒歩５分

お問い合わせ先

中部業務部 ／ コマーシャルビジネス業務部中部グループ 担当 吉田、伊東、酒井
〒460-8551 愛知県名古屋市中区丸の内3－22－21
TEL:052－953-3168
E-Mail AYoshida10@sjnk.co.jp

https://www.sompo-rc.co.jp/

お申込み締切 ： ２０２０年２月１４日（金）１７：００まで

セミナー参加申込方法

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント社のホームページにアクセスのうえお申し込みください。

※ 申込システムへは必ず１名ずつご登録をお願いします。
※ お申込み確認後、受講票をメールにてお送りいたします。当日、印刷してお持ちください。
※ やむを得ずキャンセルされる場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント 検 索

【ＱＲコード】

【個人情報のお取扱いに関する事項＜お申し込みにあたって＞】
損害保険ジャパン日本興亜（株）、SOMPOリスクマネジメント（株）（以下「当社」）は、本申込みに際し登録いただく個人情報を、
下記の目的以外に利用することはありません。
① 本セミナーの参加者登録に使用します。
② 当社ならびにＳＯＭＰＯグループ各社の各種サービスをご案内する先として、利用させていただくことがあります。
③個人情報のお取扱い詳細は以下のリンクをご確認ください。
損保ジャパン日本興亜のホームページhttps://www.sjnk.co.jp/private_information/
SOMPOリスクマネジメントのホームページhttps://sompo-rc.co.jp/privacy/

個人情報のお取扱いについて同意いただける場合は、「同意する」にチェックをお願いいたします。
※個人情報のお取扱いに同意いただけない場合は、お申込みできませんので予めご了承ください。

https://www.sjnk.co.jp/private_information/
https://sompo-rc.co.jp/privacy/
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